
一般社団法人日本考古学協会著作権規定 
 

（目  的）  

第１条  この規定は、一般社団法人日本考古学協会（以下「協会」という。）が編集

または発行する著作物及び協会が主催する講演会・シンポジウム等での発表及び発

表要旨等（以下「論文等」という。）の著作権に関する基本的事項を定め、協会会

員の権利を保護するとともに、協会の活動状況や研究の成果等の情報を協会会員だ

けではなく、広く一般に公開することを目的とする。  

（用  語）  

第２条  この規定において、用いる用語の定義は次の通りとする。  

 (１ )著作権  この規定で定められた著作権とは、日本国著作権法（以下「著作権法」

という。）第 21 条から第 28 条までに規定された権利をいう。その種類は下記の

とおりとする。  

   複製権（第 21 条）、上演権及び演奏権（第 22 条）、上映権（第 22 条の２）、

公衆送信権等（第 23 条）、公の伝達権（第 23 条の２）、口述権（第 24 条）、

展示権（第 25 条）、頒布権（第 26 条）、譲渡権（第 26 条の２）、貸与権（第

26 条の３）、翻訳権、翻案権等（第 27 条）、二次的著作物の利用に関する原

著作者の権利（第 28 条）  

   なお、著作者人格権を定めた第 18 条（公表権）、第 19 条（氏名表示権）、第

20 条（同一性保持権）は、第 59 条（著作者人格権の一身専属性）の定めにより

本規定の対象外となる。  

 (２ )著作物  著作権法第２条第１項第１号に規定された著作物をいう。  

 (３ )著作者  著作権法第２条第１項第２号に定める著作物を創作する者をいう。  

（著作物）  

第３条  協会発行の主たる著作物は、次のものとする。  

  (１ )機関誌『日本考古学』  

 (２ )英文機関誌『 Japanese Journal of Archaeology』  

 (３ )年報『日本考古学年報』  

 (４ )総会・大会『研究発表要旨』  

 (５ )広報誌『日本考古学協会会報』  

 (６ )協会が発行する記念誌、学術調査等に関する報告書・研究書  

 (７ )協会が主催する講演会・シンポジウムとその記録集等  

 (８ )協会公式サイトに掲載した電子論文  

 (９ )協会が制作したポスター、チラシ等の頒布物  

２ 前項 (５ )に関わる文書及び写真・図画で、特別な事情が認められた場合は著作物

として扱わない。  

（著作権の帰属）  

第４条  第２条第１号に定める著作権は、第３条各号に定めた著作物について原稿を

受理した時点で協会に帰属する。なお、受理した原稿が発表されないことが決定さ

れた場合、著作権は著作者に返還するものとする。  

２ 講演会、公開講座、シンポジウム等の場合は発表・発言が行われた時点から協会

に帰属するが、講演会、公開講座、シンポジウム等が実施されない場合でも、事前

に用意された発表要旨等の資料にかかる著作権は協会に帰属するものとする。  

（著作権譲渡承諾書の提出）  

第５条  第３条各号に定めた協会の著作物への論文等の発表には第２条第１号に定め

る著作権の譲渡を前提としていることから、著作者は本著作権規定の内容を確認の

上、別に定める著作権譲渡承諾書を協会に提出しなければならない。なお、論文等

が複数の著作者によるものである場合、著作者間で著作者代表を選任し、著作者代
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表が著作権譲渡承諾書を協会に提出するものとする。  

２  本規定の施行以前に発表された著作物については、本規定施行後３か年の公示期

間を経て特段の異論がない場合、著作権は協会に帰属するものとみなす。  

（研究成果の公開促進）  

第６条  著作者から第２条第１号に定める著作権の譲渡を受けた協会は、第３条各号

で公表した研究成果について、著作者の権利を保全するとともに、より広く一般の

利用に供するよう努める。  

（著作権利用の許諾）  

第７条  協会に帰属する著作権を利用する場合は、協会の許諾を必要とする。許諾の

申請は、書面によるものとする。  

２ 協会が発行する出版物に掲載され、発行後１年を経過した論文等を機関リポジト

リ等の電子媒体をもちいて公表する場合で、論文等の出典を明らかにする条件を満

たす時は、協会の許諾を必要としない。  

３ 協会は著作者が、自分の用途のために自分の著作物の全部または一部を複製して

利用する場合は原則的に承諾する。  

４ 著作者以外の個人または団体が、協会に帰属する著作権の全部または一部を利用

する場合は、別に定める著作権利用許諾申請書を用いて協会に利用許諾を求めなけ

ればならない。  

５ 協会に帰属する著作権を利用した第三者から協会に対価の支払いがあった場合に

は、その取り扱いについて著作者と協議する。  

（著作物の公開に伴う改変）  

第８条  協会に著作権が帰属する既発表の著作物を協会が二次的に公開するに際し

て、下記のとおり内容・表現またはその題号等に変更を加えようとする場合、協会

は著作者にその旨を提案し承認を得るものとする。なお、当該論文等が複数の著作

者によるものである場合、第５条第１項の定めにある著作者代表の承諾によるもの

とする。  

 (１ )翻訳及びこれに伴う改変  

 (２ )電子的配布に伴う改変  

 (３ )アブストラクトのみの抽出利用  

 (４ )その他法令等に基づき同一性保持権を適用することが適切でない改変  

（著作者の責任）  

第９条  協会が編集または発行する著作物の内容について著作者は、第三者に対する

著作権侵害、名誉毀損、肖像権の侵害、その他の問題を生じないよう十分に配慮し、

執筆もしくは発言しなければならない。当該著作物に関して紛争が生じた場合は、

著作者が責任を負いまたは処置するものとする。  

（侵害排除等）  

第 10条 他人から著作権が侵害された場合は、協会が当該著作者と協力してその侵害

を排除する等これを処置する。  

２ 前項の著作者は、他人から著作権の侵害等を受けたことを知った場合は、速やか

に協会に通知するものとする。  

（規定の変更）  

第 11条 この規定の改廃は、理事会の承認をもって行う。  

 

 附  則  

１ この規定の施行以前に協会が編集または発行した著作物で、著作権が協会の帰属

とみなされた著作物について著者から別段の申し出があった場合、双方の協議の

上、この規定の各号の準用を判断する。  

２ 2017 年７月 22 日制定・施行  


